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特定農業用ため池の指定解除について（公告） 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定により指定した、次の

特定農業用ため池の指定を解除したので、同条第５項において準用する同条第３項の規定により公示する。 

令和７年５月７日 

新潟県知事  花 角  英 世 

 

特定農業用ため池の名称 特定農業用ため池の所在地 指定の解除の年月日 

廿日平堤 魚沼市 並柳2009 令和７年３月26日 

第２号ため池 魚沼市 江口2770 令和７年３月26日 

下倉新田ため池 魚沼市 下倉1875 令和７年３月26日 

並柳ため池 魚沼市 並柳2223 令和７年３月26日 

浄土沢堤 十日町市 川治3457－５ 令和７年３月26日 

洞泉寺池 佐渡市 泉丙883 令和７年３月26日 

金山 佐渡市 宮川1616 令和７年３月26日 

向平池 佐渡市 羽茂小泊1140 令和７年３月26日 

 


